
 
 

企業出展での「飲食物の取扱い」（酒類の小分け販売）のご案内 
 

幕張メッセ“どきどき”フリーマーケットの企業出展では、飲食物の取扱いは原則禁止とさせて   

頂いております。 

従って、飲食物を取扱う場合は、出展申込時に必ず事務局に連絡して許可を取って下さい。 

また、飲食物取扱いに関わる営業許可申請【期間限定】、千葉市保健所に「イベントにおける食品取

扱状況の報告」を行うための調査票の提出、千葉西税務署に「酒類の小分け販売」の臨時販売  

申請については出展者ご自身で行って頂きますので、予めご承知おき下さい。 

 
●飲食物の取扱い（試飲・試食・試供品の配布・販売など） 

①食品の販売、試飲・試食及び試供品の配布（原則、包装された食品の扱い） 

千葉市保健所に「イベントにおける食品取扱状況の報告」を行うための調査票の提出が必要となります 

事務局にて一括届出を行ないますので４月 10 日（金）までに、別紙「調査票」をご提出下さい。 

 

 

②調理を伴った食品の販売及び営業許可申請対象品の販売 

調理を伴った販売や特定の製品を販売する際に「営業許可申請【期間限定】」の登録が必要となります。 

 厚生労働省の登録フォームより登録してください。 

 ※登録後、千葉市保健所に申請手数料の支払いを行ってください。 

  保健所査察は５月１日 １６時以降を指定してください。（５月２日朝の場合もあります） 

 「営業の種類」・施設基準などは 千葉市保健所食品安全課 へお問合わせください。 

 ※営業許可申請を行った場合は４月 10 日（金）までに事務局担当者にご連絡をお願いします。 

 

③営業許可申請を行った場合の保健所査察について 

５月１日 １６時以降に千葉市保健所の現場査察があります。提出した書類通りの設備が整っていないときは

改善の指導を受けます。許可がおりないこともありますので、ご注意ください。 

また、販売品目、材料の保存状態、調理方法等の確認を開催中に行う場合がありますので、必ず提出した 

書類通りに行って下さい。行っていない場合には改善の指導や、許可が取消される場合がありますのでご注

意下さい。 
 

＜お問合せ先（所轄保健所）について＞ 

   千葉市保健所 食品安全課 食品指導係 

    千葉市中央区問屋町１－３５ 千葉ポートサイドタワー１２Ｆ （R5.10.10 に移転 R8 秋まで） 

    ＴＥＬ ０４３（２３８）９９３４    ＦＡＸ ０４３（２３８）９９３６ 



●酒類の小分け販売（びん缶を未開封で販売）、臨時販売の免許申請について 

酒類の小分け販売をする場合は、必ず千葉西税務署へ臨時販売の免許申請が必要となります。 

３月２７日（金）までに、実施のご連絡をフリーマーケット事務局までご連絡ください。 

※出展許可証を発行させて頂きます。 

千葉西税務署に、４月 10 日（金）までに申請を済ませて下さい。 

１．提出書類について 

   申請に必要な提出書類は概ね次のとおりです。 

「酒類販売業免許申請書」、「誓約書」、「商品リスト」、「設備の状況書」、「出展場所」、「主催者が発行した出

展許可証」、「既に取得している酒類販売業免許書」など 

   ※４月 15 日（水）迄に、申請完了の報告を事務局にご連絡ください。 
 

２．お問合せ先（所轄税務署）について 

   千葉西税務署 法人課税 第１部門 

    〒262-0031 千葉市花見川区武石町１－５２０ 

    ＴＥＬ ０４３（２７４）２１１１（内線２１３） 
 

 

●書類の提出及び連絡先 

   幕張メッセ“どきどき”フリーマーケット事務局（幕張メッセ出展管理事務局） 

〒261-8550  千葉市美浜区中瀬２－１ (株)幕張メッセ 事業企画課内 

    ＴＥＬ ０４３（２９６）１７６１（担当／望月直通）    ＦＡＸ ０４３（２９６）９２１５ 

    ｅ－ｍａｉｌ：m-messe@beach.ocn.ne.jp 


